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研究要旨 

米国では、大麻を Schedule I として規制しているが、州単位では医療用または嗜好用目的での使用を認め

る動きが活発化している。カナダにおいては、国として嗜好用目的での大麻使用を合法化している状況であ

る。本研究では、米国の各州における医療用大麻法 (Medical marijuana laws, MMLs)、レクリエーション

用大麻法 (Recreational marijuana laws, RMLs)およびカナダの大麻法 (Cannabis Act)について調査し、米

国およびカナダの大麻規制の現状ついてまとめた。 
米国 MMLs：昨年度の調査では 33 州+コロンビア特別区 (D.C.)で認められていたが、本年度の調査では 2

州追加され 35 州+D.C.となった。規制の状況は、一部の州において、大麻の適応症数は更新されていたが、

大麻の所持量、摂取法などに変更はなく州間で統一されていない状況のままであった。医療用大麻法が導入

されていない 15 州のうち 12 州では、大麻に含まれているカンナビジオール (Cannabidiol, CBD)のみ、医療

目的による所持・使用を認めていた。 
米国 RMLs：昨年度の調査では 11 州+D.C.で認められていたが、本年度の調査では 5 州追加され 16 州+D.C.

となった。嗜好用としての大麻使用規制については、年齢制限、所持量、使用できる場所（学校、職場、公

共施設、自動車運転中では禁止）など従来のままであった。大麻合法化後の影響については、コロラド州お

よびワシントン州において、交通事故を起こして死傷した運転手からテトラヒドロカンナビノール (Δ
9-tetrahydrocannabinol, THC)が陽性となった人数の増加や大麻または大麻成分を含有する食品等の摂取に

よる健康被害が増加している。米国の州におけるMMLsおよびRMLsは、厳格な規則のもと運用されている。

しかしながら、大麻の使用実態については、必ずしも規則が守られているとは限らない状況であることが明

らかになった。 
カナダ Cannabis Act：18 歳以上のカナダ国民は、一定の制限下で大麻の所持や使用が認められていた。合

法化の目的は、未成年に大麻を使用させないこと、犯罪者に不当な利益を与えないこと、成人が合法的に大

麻を入手可能にすることなどである。カナダは、連邦政府と州政府とで大麻規制の役割を分担していた。連

邦政府は、基本的な法整備や大麻産業に関連するライセンスの発行等を行っている。一方で、各州政府は、

連邦政府で決定した法律や大麻産業界のガイドラインを州単位の責任で運用していた。 
米国の各州およびカナダにおいて、大麻を合法化する目的は、成人が合法的に大麻を入手・所持可能とする

こと、未成年の大麻使用を防止すること、そして犯罪組織への資金流入を抑制することで社会の健康と安全

を守ることであった。世界的な大麻規制の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康被害および社会

生活に対する影響などを含む総合的な検証が必要であろう。 

 

Ａ．研究目的 

 世界的に大麻規制システムの変革が進んでおり、

大麻規制を緩和する流れが起きている。米国では、

大麻を連邦法である物質規制法によって最も厳しい

規制のカテゴリーである Schedule I と定めているが

(1)、州単位では医療目的または嗜好用目的による大

麻の使用を合法化する動きが活発化している。カナ

ダにおいては、国として合法化を行い、一定の制限

の中で嗜好用目的での大麻使用を認めている。米国

やカナダの大麻規制の現状は複雑であり、その規制

手法を正しく理解することが重要である。 

 本研究では、米国の各州における医療用大麻法お

よびレクリエーション用大麻法について調査し、医

療用および嗜好用としての大麻の規制の現状につい

てまとめた。また、カナダにおける大麻法 (Cannabis 
Act)についても調査を行い、規制の現状についてまと

めた。 
 
Ｂ. 方 法 

(1) 米国における医療用大麻法（Medical marijuana 
laws, MMLs） 
 
 2021 年 3 月 7 日時点での、35 州およびコロンビ
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ア特別区 (D.C.)における MMLs の運用を担当する

州保健省内の専門管轄担当局の公開している規定を

調べ、州ごとの共通点と相違点の比較整理を行った。

調査項目は、年齢、患者登録の有無、患者登録の有

効期限、対象となる適用症、所持量、使用方法とし

て喫煙の可否とした。次に、州法で大麻に含まれる

化学物質のうち、カンナビジオール(Cannabidiol, 
CBD)についてのみ医療目的での所持・使用を認めて

いる 12 州について州の公開している規定を調べ、

MMLs と同様に州ごとの共通点と相違点の比較整理

を行った。 
 
(2) 米国におけるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs） 
 
 2021 年 3月 7日時点での、16 州および D.C.にお

ける RMLs を運用する州の担当局の公開している規

定を調べ、年齢、所持量、大麻および大麻製品の購

入にかかる税金、使用制限について調査し、MMLs
の規定との比較を行った。 
(米国では、recreational marijuana laws に変わっ

て 、 adult use of marijuana act 、 adult use 
marijuana program、marijuana legalization act 
(bills, laws)など recreational という単語の使用を控

える州も認められるが、本文中では medical 
marijuana laws と対比させるために前年度と同様に

recreational marijuana laws, RMLs で統一した。) 
 

(3) 大麻合法化後の社会への影響について 
 
 コロラド州が発表している Impacts of Marijuana 
Legalization in Colorado, A Report Pursuant to 
Senate Bill 13‐ 283, October 2018 (2) 、 The 
legalization of Marijuana in Colorado: The impact, 
Volume 7, September 2020 (3)およびワシントン州

が 発 表 し て い る Monitoring Impacts of 
Recreational Marijuana Legalization 2019 Update 
Report (4)より自動車運転事故および健康被害の推

移を調査した。 
 
(4) カナダの大麻法 (Cannabis Act)および運用に

ついて 
 
 カナダ連邦政府およびカナダ州政府が公表してい

る情報について調査し、具体的な運用方法をまとめ

た。 
 

(倫理面への配慮) 

 

本研究課題は、ヒトを対象とした研究ではなく、

論文または公表されている情報の調査研究のみの実

施であることから、倫理面の配慮は必要ないと判断

した。 
 

Ｃ. 結 果 

 
(1) 米 国 に お け る 医 療 用 大 麻 法 （ Medical 

marijuana laws, MMLs） 
 
米国では、連邦法である規制物質法に従って、大

麻をヘロイン、LSD または MDMA 等と同等の

Schedule I と定めその使用を禁止している(1)。一方、

1996 年にカリフォルニア州で初めて医療用大麻法

（Medical marijuana laws, MMLs）が可決されて以

来、2021 年 3月 7日までに 35 州とコロンビア特別

区(D.C.)において医療目的による大麻の個人的な所

持や使用を非罰則化した MMLs が州単位で運用され

ている(Table.1)。 
医療目的で大麻を購入するためには、州の定めた

手続きに従って患者の認定登録を受け、大麻を購入

するためのライセンスを発行してもらわなければな

らい。患者登録の手続きは、担当局のホームページ

より個人情報の登録と申請書の作成、州の住民であ

ることの証明さらには医師の許諾が書面で必要とな

る。18 歳未満の場合、親の同意も必要となる。これ

らの情報をもとに担当局が審査を行い、申請者の患

者登録の可否が決まる。患者登録を受けた申請者は、

州の認定した大麻の販売店で医療用大麻を購入可能

となるライセンスの発行手続きを行う。また、患者

の登録後に発行される大麻購入用ライセンスは、更

新が必須となっており基本的に 1 年以内だが、最大

で 2 年以内となっている州もあった。 
次に、申請者が大麻を医療目的で使用する場合、

どのような疾患に対して大麻の適応が許可されてい

るのか、35 州および D.C.について調査した。治療目

的で大麻使用が認められる適応症の数は、各州で独

自に定めており、少ないところではオレゴン州、ネ

バダ州とメリーランド州が10の疾患を対象としてい

たが、イリノイ州では40の疾患で適応を認めていた。

オクラホマ州や D.C.では、医師の判断で患者の大麻

使用を決定できる制度を取っていた(2021 年 3 月 7
日時点)。 
医療用大麻の購入が許可された申請者(患者)は、医

療用大麻の販売を許可された店舗で大麻を購入する

ことができる。大麻の購入可能量は、州ごとに定め

られた所持量の範囲内であり、規定量を超えて所持

または購入すると違法行為となる。アラスカ州やワ

シントン州では、最大で 1 oz (約 28.35 g)までと制限

されていたがオレゴン州では 24 oz までとなってい

た。ミネソタ州やニューヨーク州など 7つの州では、

前年度に引き続き、医療目的での大麻草の喫煙を禁

止しており、大麻加工製品のみ使用を認めていた。

医療用大麻の個人間での売買は 35 州および D.C.の
すべてで禁止されている。 
大麻の医療目的使用を禁止している 15 州のうち

12 州では、2014 年より大麻成分の一つであるが、精

神作用を示さない CBD に限って医療目的使用を認
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めている(Table.2)。アイオワ州、ジョージア州とバ

ージニア州は、MMLs と同様に専門の部を設置し、

患者登録を行なっていた。また、バージニア州は、

2015 年から CBD およびテトラヒドロカンナビノー

ル酸 (tetrahydrocannabinolic acid, THC-A)含有オ

イルのみ難治性てんかん患者にのみ使用を認めてい

たが、2021 年 2 月 27 日に嗜好用大麻が合法化され

たため、今後は制度の見直しが行われると考えられ

る。そのほかの州では、CBD の使用を認めた法律は

運用されているが、専門の部は設置されていなかっ

た。また、CBD の使用年齢は、基本的に 18 歳以上

となっていたが、医師や親の判断で 18 歳未満の患者

も使用可能となっていた。CBD製品の特徴としては、

THC 含有量を 0-5%未満と制限していた。アイダホ

州、ネブラスカ州およびカンザス州においては大麻

の使用を全面的に禁止している。したがって、大麻

は、全米で医療目的による使用が認められているわ

けではなく、約 3 割の州は依然として禁止薬物のま

まである。大麻の医療用途としては、がん治療や

HIV/AIDS 治療の副作用緩和に適応されているが、

臨床上の有効性はさらなる検討が必要であると考え

られる。また、大麻の適用症、所持量、摂取方法は

州間で統一されておらず、大麻の医療目的使用とし

ての今後の課題であると考えられる。 
 
(2) 米国におけるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs） 
 
米国では、大麻を嗜好用として使用することを認

めたレクリエーション用大麻法（Recreational 
marijuana laws, RMLs）が、2012 年にコロラド州

とワシントン州で、2014 年にアラスカ州、オレゴン

州および D.C.で、2016 年にカリフォルニア州、ネバ

ダ州、メイン州そしてマサチューセッツ州そして

2018 年にバーモント州、ミシガン州、2019 年にイ

リノイ州、2020 年にモンタナ州、アリゾナ州、ニュ

ージャージー州そしてサウスダコタ州、さらに 2021
年 2 月 27 日にバージニア州で可決されている。

RMLs が運用されている州内では、規則を守ってい

る限り大麻を所持または使用することによって州法

で処罰されることはない。 
MMLsおよびRMLsの比較一覧をTable.3に示す。

基本的に医療用途が認められてから数年後に嗜好用

途を認める流れとなっている。また、法案は見直さ

れ、新たに内容を修正または追加している州もある。

嗜好用としての大麻は、すべての州で 21 歳以上にな

ると購入が可能となっている。2021 年 3月 7日時点
で、バーモント州 (2022 年開始予定)、モンタナ州 
(2022 年開始予定)、ニュージャージー州 (未定)、サ
ウスダコタ州 (未定)、バージニア州 (2024 年開始予

定)および D.C.を除いて大麻の商業流通が認められ

ており、州がライセンスを付与した店舗のみで購入

が可能となっている。個人間の売買は 16 州および

D.C.のすべてで禁止されている。入店の際、セキュ

リティーに ID を見せ、年齢チェックを行うことを義

務付けている。なお、サウスダコタ州では 2021 年 2
月 8日に裁判所 (Sixth Judicial Circuit)が法案を違

憲と判断しており、現在運用は未定となっている(5)。 
嗜好用大麻の販売を許可された店舗で大麻を購入

する場合、大麻の購入可能量は、州ごとに定められ

た所持量の範囲内であり、規定量を超えて所持また

は購入すると医療用大麻と同様に違法行為となる。

また医療用大麻と比べると嗜好用大麻の所持量は少

なく制限されている場合が多い。 
医療用または嗜好用として大麻を購入する場合、

一般的には州の定めた大麻税や消費税などがかかる。

医療用大麻と比較して嗜好用大麻は、ほとんどの州

で税率が高く設定されている。コロラド州では大麻

販売による税収が 2014 年の約 6,700 万ドルから

2018年に約26,600万ドルと約3.9倍も増加している

(6)。さらにコロラド州の税収ランキングでも 6 位と

なっており、お酒 (10 位)、シガーレット (12 位)、
タバコ (13位)と嗜好品の中では最も高くなっていた

(7)。コロラド州、オレゴン州またはカリフォルニア

州など大麻の販売で得られた税収は、州の事業のほ

か、公立学校の資金援助や薬物乱用の規制等のプロ

グラムに用いられている(8-10)。実際に、コロラド州

では、年間 4,000 万ドルが公立学校の建築や設備投

資され(8)、さらに 2018 年には 2,100 万ドルを様々

な教育プログラムに配分している(11)。 
大麻が使用できる場所は、医療および嗜好用問わ

ず基本的に自宅のみと制限されている。公共の場や

連邦政府の管轄地域での使用は禁止されている。ま

た、大麻を使用しながら自動車の運転操作も禁止さ

れている。以上の調査結果から、RMLs を運用して

いる州では、年齢、所持量そして使用可能な場所に

制限をかけ、違反時には罰則と若年層には使用させ

ない規則の下で、21 歳以上の大麻使用が認められて

いることが明らかとなった。 
 

(3) 大麻合法化後の社会への影響について 
  
 大麻影響下における自動車の運転と事故の関連性

は、多くの研究から報告されている(12)。2012 年か

ら 2016 年までの交通事故全体の発生率は、コロラド

州のほか、嗜好用大麻を認めているワシントン州お

よびオレゴン州において、嗜好用大麻を認めていな

い州と比較して 5.2%高いと報告されている(13)。コ

ロラド州とワシントン州で発生した交通事故の死傷

者のうち大麻成分である THC が陽性となった運転

手の推移を Figure.1 に示す。コロラド州では、合法

化前の2011年の交通事故の死亡者で大麻成分が陽性

を示した人数は 58 人であったが、2019 年には 127
人と約 2.2倍も増加している(Fig.1A)。ワシントン州

では、生命に関わる重大事故を起こした運転手のう

ち、THC 陽性者は、合法化前の 2011 年 32 人から
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2018 年は 94 人と約 2.9倍も増加している(Fig.1B)。
これらの報告は、大麻使用が直接の原因となって自

動車事故を引き起こしたことを示すものではない。

しかしながら、死傷者から THC が検出される割合は

年々増加しており、大麻使用後の自動車運転に関し

ては注意を要する状況となっている。 
 大麻を合法化している州では、大麻草のほかに、

THC や CBD など大麻成分を含有する食品や濃縮物

等が流通している。近年、大麻および大麻関連製品

の使用後に体調不良を起こし、救急搬送や健康相談

の件数の増加が報告されている。コロラド州内では、

大麻合法化前の 2011 年では、0-5 歳の割合は、2011
年 (18 人)から 2019 年 (103 人)にかけて約 5.7倍に

増加、6-12 歳では、2011 年 0 人から 2019 年は 19
人まで増加、13-19 歳では、2011 年 (24 人)から 2019
年 (56 人)にかけて約 2.3倍増加、20-29 歳では、2011
年 (16人)から2019年 (34人)にかけて約2.1倍増加、

30 歳以上では、2011 年 (24 人)から 2019 年 (51 人) 
にかけては約 2.1倍増加となっていた(Fig.2A)。ワシ

ントン州では店舗販売が始まった 2014 年より、大麻

および大麻関連製品の使用者または子供が誤って摂

取した家庭から、Washington Poison Centerへ電話
相談が行われた件数を報告している。0-5 歳の割合は、

2014 年 (34 人)から 2018 年 (94 人)にかけて約 2.8
倍に増加、6-12 歳では、2014 年 (13 人)から 2018
年 (31 人)にかけて約 2.4倍に増加、13-19 歳では、

2014 年 (65 人)から 2018 年 (94 人)にかけて約 1.4
倍増加、21-59 歳では、2014 年 (95 人)から 2018 年 
(183 人)にかけて約 1.9倍増加、60 歳以上では、2014
年 (35 人)から 2018 年 (37 人) にかけては約 1.1倍
の増加となっていた(Fig.2B)。コロラド州およびワシ

ントン州では、大麻および大麻関連製品摂取後によ

る健康状態の悪化の件数があらゆる年代で増加して

いることが明らかとなった。ワシントン州では 0-5
歳の子供による健康被害の増加を懸念しており、子

供の意図しない大麻摂取を防ぐための注意喚起を行

なっている(14)。Richards らによる 8 ヶ月から 12
歳の意図しない大麻および大麻関連製品摂取につい

て 44報をまとめた総説によると、114 人の子供に見

られた症状は、無気力(71%)、運動失調(14%)、続い

て頻脈、散瞳、筋緊張低下などであった。114 人の症

例はすべて救急科で治療されており、病院での平均

滞在時間は 27.1±27.0時間と報告されている。20 人

が集中治療室に入院し、7 人が気管挿管の処置を受け

ていた。このように、子供による意図しない大麻お

よび大麻関連製品摂取は、深刻な公衆衛生上の懸念

となっている。市販のお菓子と大麻クッキーや大麻

キャンディーは子供にとって区別することは困難で

あり、またパッケージの警告ラベルも理解できない

可能性がある。そのため製品は、施錠されたキャビ

ネットに保管するなど家庭内の意識を高めることが

重要であると指摘されている(15)。 
 

(4) カナダの大麻法 (Cannabis Act)および運用につ

いて 
 

 2018年 10月 17日より 18歳以上のカナダ国民は、

嗜好用として一定の制限下で大麻の所持や使用が合

法化された。嗜好用途を合法化した法律は Cannabis 
Act と呼ばれ、カナダ全土での大麻の生産、流通、販

売、所持を管理するための厳格な法律となっている

(16)。合法化の主な目的は、「未成年に大麻を使わせ

ない、犯罪者に不当な利益を与えない、成人が合法

的に大麻にアクセスできるようにする」ことで、公

衆の健康と安全を守ることである(16)。Cannabis 
Act では、州または準州の基準に従って、18 歳以上

の成人は法的に以下のことが許可される。公共の場

で大麻を最大 30グラムまで所持可能、州または準州

の認可を受けた小売業者から大麻または大麻関連製

品を購入可能、州等が小売を許可していない場合は

連邦政府の許可を受けた事業者からオンラインで購

入可能、住居ごとに 4 株までの栽培可能、家庭内で

大麻を使用した食品や飲料の製造可能 (有機溶剤を

使用した濃縮物の製造は禁止)となっている。大麻を

使用可能な場所は、基本的に自宅となっているが、

場所の制限は州および準州の規定に従うこととなっ

ている。2019 年 10月 17日より大麻食品や大麻成分

抽出物の製造と店舗販売が合法化された(17)。大麻関

連製品の所持量は、乾燥大麻の重量に基づいており、

1 グラムの乾燥大麻は、5 グラムの新鮮な大麻、15
グラムの食品、70グラムの液体製品、0.25グラムの

濃縮物、大麻種子 1個分と定義されている(16)。また、

Cannabis Act では、18 歳未満に大麻を販売または提

供することを固く禁じており、違反した場合最大 14
年の懲役刑を設けている。そのほかにも大麻影響下

での運転操作を禁止している。 
カナダの大麻規制の取り組みは、連邦政府と州政

府とで役割を分担しているところが特徴となってい

る。連邦政府の責任は、大麻の栽培および製造を行

う生産者に対する厳格な要件の設定、大麻産業全体

の規則と基準 (販売可能な大麻関連製品の種類、製品

の包装およびラベル表示の要件、サービングサイズ、

プロモーション活動の制限など)を設定することであ

る。また、大麻産業に関連するライセンスの供与と

連邦消費税や物品税の徴収も行う(18)。さらにカナダ

連邦政府は、2018 年より少なくとも 5 年間は最大で

4,600 万ドルを大麻に関する教育と意識向上活動の

ために投資することを Cannabis Act で定めている。

一方で、州政府の責任は、連邦政府の定めた規制を

州の責任で運用することとなっている。具体的には、

年齢の制限強化(Cannabis Act より基準を緩和する

ことは禁止)、大麻よび大麻関連製品の流通とその監

視、所持可能な大麻量、使用可能な場所の設定など

を行う(16)。さらに、州および準州は、消費者からそ

れぞれの地域に応じた大麻税を徴収する責任を負う

(18)。州および準州の年齢制限、購入可能場所、所持
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量および管轄を Table.4 にまとめた。年齢については

アルバータ州のみ 18 歳となっていたが、それ以外の

州では 19 歳以上と Cannabis Act よりも高く設定さ

れていた。また、カナダは国として大麻販売を認め

ており、州から許可を得た店舗または州政府が直営

する店舗で大麻および大麻関連製品を購入すること

が可能となっている。アルバータ州などは、一般の

小売業者に販売許可を出しているが、ケベック州の

ように政府直営店のみで購入を許可している州もあ

る。ケベック州内では、公衆の健康と安全を保護す

るために 2019 年 11 月 1 日に連邦政府の定めた

Cannabis Act をより強化した Cannabis Regulation 
Act を可決している(19)。この法律では、公共の場で

は屋内または野外を問わず大麻の使用は禁止され、

年齢制限は 21 歳以上と引き上げられている。ケベッ

ク州では、州独自で Cannabis Act の見直しなどを行

い、運用されていることが明らかとなった。 
以上まとめるとカナダでは、米国の州と同様に嗜

好用大麻の所持や使用については年齢制限を設けて

いた。使用可能な場所も基本的に自宅のみとなって

おり、自動車運転も禁止されていた。合法化の目的

も米国の州とほぼ同様で、大麻使用可能な年齢を定

め、未成年の大麻使用の抑制そして犯罪組織への資

金流入の防止となっていた。 
 
Ｄ. 考 察 

 米国では、35 州および D.C において大麻を医療目

的で使用することを認めている。しかし、適応症の

数、個人の所持量や使用方法などは州単位で異なっ

ており、MMLs を認めている全ての州で統一されて

いない状況であった。適応症の中で、がん治療や

HIV/AIDS 治療に伴う食欲不振や吐き気止めなど特

定の症状の抑制に対する効果は認められているので、

これらが米国における医療用大麻の使用拡大に寄与

していると考えられる。しかしながら、他の適応症

に関しては、臨床上の有効性に関する検討が不足し

ており、更なる研究が必要であると考えられる。 
大麻を嗜好用として使用を認めている州では、大

麻の売買は課税対象となっており、州の財源となっ

ている。コロラド州では、店舗販売が始まった 2014
年と比べて 2018 年では約 3.9倍も増加している。コ

ロラド州の全税収の第 6 位に位置しており大麻関連

製品を取り扱うことは、税収の確保という観点から

新規の産業として強い影響力があることが明らかと

なった。また、大麻を合法化した州では、税収の使

い方を定めており、その一部は公立学校の建設費用

や教育プログラムに配分することとなっていた。実

際にコロラド州では、公立学校の建築や設備投資、

教育プログラムや薬物乱用の予防啓発に配分してい

ることも本調査で明らかになった。以上のことから、

米国の州において大麻の所持・使用を認める動きは、

必ずしも大麻の安全性を背景にしたものではなく、

大麻の流通量や社会情勢が影響していると考えられ

る。 
コロラド州やワシントン州では、大麻および大麻

関連製品の使用に関連した交通事故の増加、救急搬

送事例件数や電話による健康相談件数の増加などの

健康被害の発生が確認されている。したがって、未

成年の大麻使用防止教育、大麻影響下における自動

車運転の抑止そして家庭内での大麻および大麻関連

製品の管理の徹底はきわめて重要な課題である。大

麻使用が合法化されたことで大麻使用者は増加する

ことから、今後も新たな公衆衛生上の問題が発生す

る可能性がある。米国の州では厳格な規則のもと大

麻の使用を認めているが、コロラド州やワシントン

州から見た実態は、必ずしも規則が守られていると

は限らない状況である。引き続き、世界的な大麻規

制の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健

康被害および社会生活に対する影響などを含む総合

的な検証が必要であろう。 
 
Ｅ. 結 論 

 米国の州およびカナダにおいて、大麻の使用には

厳格な規則が定義されている。特に、嗜好用として

認めている州では、罰則規定など厳しい規制を設け

て青少年での使用には警戒している。一方で、必ず

しも大麻の規制が守られているわけではなく、様々

な公衆衛生上の問題も発生している。世界的な大麻

規制の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する

健康被害および社会生活に対する影響などを含む総

合的な検証が必要であろう。 
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Table.1 米国 35 州および D.C.における Medical marijuana laws の比較 

 
 2021 年 3月 7日時点における米国 35 州および D.C.の医療用大麻の州管轄ホームページより運用方法の情

報を収集した。基本的な年齢は 18 歳以上だが、すべての州で親の同意があれば 18 歳未満でも患者登録は可

能である。適応症の数は、制度の見直しによって増減する可能性がある。所持量は大麻草の量を表しており 1 
oz は約 28.35g で換算される。大麻加工製品は製品の種類ごとに所持量の規制がある。喫煙は、大麻草の加熱

吸引のことであり、ヴェポライザー等の使用については別に規制される場合がある。喫煙の可否が定められ

ていても、使用可能な場所は基本的に自宅のみである。大麻影響下における自動車の運転操作は禁止されて

いる。サウスダコタ州は、2020 年 11月 3日に合法化となったが、詳細については未定となっている。 
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Table.2 米国 12 州における Cannabidiol (CBD)の取り扱いの比較 

 
 2021 年 3月 7日時点における米国 12 州の州政府ホームページよりカンナビジオール(cannabidiol, CBD)
の運用方法の情報を収集した。アイオワ州、ジョージア州とバージニア州は MMLs のような専門の部署を設

置していた。バージニア州では、CBD のほかにテトラヒドロカンナビノール酸 (tetrahydrocannabinolic acid, 
THC-A)含有オイルの使用を認めている。CBD の医療目的使用のみを認めている州において大麻の所持・使

用は違法行為である。バージニア州では、2021 年 2月 27日に嗜好用大麻が合法化され、2024 年以降に新た

な制度が始まる予定である。 
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Table.3 米国 16 州および D.C.における医療用とレクリエーション用の大麻規制の比較 

 
 2021 年 3月 7日時点の医療用大麻法と嗜好用大麻法を管轄する州のホームページより法律名、法案が可決

した年、大麻使用可能な対象年齢、大麻の所持量、大麻の購入かかる税金の規定を調査した。所持量や栽培

可能量は、基本的に医療用途で多く認められている。税金は、嗜好用途で多く課せられている。D.C.では、

嗜好用としての大麻の商業取引は禁止されている。サウスダコタ州は、2020 年 11月 3日に合法化されたが、

2021 年 2月 8日に裁判所から違憲とみなされ、現在運用は未定となっている(5)。使用可能な場所はすべての

州で共通して自宅などプライベート空間のみとなっていた。 
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Table.4 カナダ 10 州および 3準州における Cannabis Act 運用方法の比較 

 
2021 年 3月 7日時点における国として認めているカナダ 10 州および 3準州の政府ホームページより大麻

の嗜好用途を定めた大麻法 (Cannabis Act)の運用方法の情報を収集した。大麻を使用可能な年齢は 18 歳以

上となっていた。カナダは国として大麻および大麻関連製品の販売を認めており、販売許可を得ている店舗

または州政府が運営する店舗で購入することが可能となっている。所持量は乾燥大麻草 30グラムで統一され

ていた。大麻規制については州政府が監督を行っている。 
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Fig.1 コロラド州およびワシントン州における大麻関連の交通事故死傷者数の推移 
 2012 年に大麻が合法化され、2014 年より大麻および大麻関連製品の店舗販売が開始された。(A) Impacts 
on Marijuana Legalization in Colorado, Oct. 26, 2018 および The legalization of Marijuana in Colorado: 
The impact, Volume 7, September 2020 よりコロラド州で自動車事故を起こした運転手の死者のうち、THC
陽性者数の推移。(B) Monitoring Impacts of Recreational Marijuana Legalization 2019 Update Report お
よび Washington Traffic Safety Commission. (https://wtsc.wa.gov/research-data/traffic-safety-reports/), 
accessed March 3 2021.よりワシントン州で自動車事故を起こした運転手の死傷者のうち、THC 陽性者数の

推移。 
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Fig.2 コロラド州およびワシントン州における大麻および大麻関連製品摂取後の健康被害発生状況の推移 
 2012 年に大麻が合法化され、2014 年より大麻および大麻関連製品の店舗販売が開始された。(A) Impacts of 
Marijuana Legalization in Colorado, A Report Pursuant to Senate Bill 13-283, October 2018 および

Colorado Department of Public Health and Environment Monitoring Health Concerns Related to 
Marijuana (https://www.colorado.gov/pacific/marijuanahealthinfo/poison-center-data), accessed March 3 
2021 より公開されている大麻および大麻関連製品摂取後の全年齢の救急搬送数、(B) Monitoring Impacts of 
Recreational Marijuana Legalization 2019 Update Report お よ び Washington Poison Center 
(https://www.wapc.org/data/data-reports/cannabis-data-report/), accessed March 3 2021 より公開されて

いる大麻および大麻関連製品摂取後の全年齢の電話による健康相談件数。 
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